
奈良市告示第１７７号 

 

次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第

167 条の 6第 1項及び奈良市契約規則（昭和 40 年奈良市規則第 43 号）第 2条の規定により

公告します。 

 

令和７年１０月６日 

 

                              奈良市長 仲川 元庸 

 

                      

１ 入札に付する事項 

(1) 業務名 

令和７年度端末機器等賃貸借 

(2) 業務期間  

仕様書のとおり 

(3) 履行場所  

  仕様書のとおり 

(4) その他詳細は、仕様書のとおり 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる全ての事項に該当するものとします。なお、官公需適格組合とその組合員は、

同一の入札において同時に入札参加資格者となることができません。 

 (1) 令和 7・8・9年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者であること。 

 (2) 提供する業務が別紙仕様書の仕様を満たしていること。 

 (3) 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 

 (4) 奈良市及び奈良市企業局の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中で

ないこと。 

(5) 平成２７年９月１日から公告日までに、旧営繕課及び建築デザイン課と「端末機器

等賃貸借契約」または「定期報告用パソコン等賃貸借契約」の元請実績を有している者

であること。 

 

３ 仕様書等を示す日付及び場所 

  公告の日から奈良市建築デザイン課ホームページで行う。 

 

４ 入札参加申請に関する事項 



(1) 入札参加申請の方法 

   公告の日から令和７年１０月１５日午後５時までに、メールにより次に掲げる書類

を提出のうえ、奈良市建築デザイン課に連絡をすること。 

  ① 必要書類 

   ア 一般競争入札参加申請書 

   イ ２(5)の実績を証する書類（契約書の写し等） 

  ② 提出先 kenchikudesign@city.nara.lg.jp 

  ③ 連絡先 ０７４２－３４－４７４５ 

 (2) 入札参加資格確認通知日 

   令和７年１０月１７日までに、入札参加申請のあったメールアドレス宛に通知する。

なお、入札参加資格確認通知後に入札参加資格を満たさないことが判明した場合は入

札に参加することができない。 

 

５ 仕様書等に関する質問 

 (1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、令和７年９月１２日までにメールに

より質問書（任意様式）を提出し、奈良市契約課にその旨を連絡すること。なお、提出

先及び連絡先は４(1)を参照すること。 

 (2) 前号の質問に対する回答は、１０月１７日正午までに質問のあったメールアドレス

宛に行う。 

 

６ 開札の場所及び日時 

 (1) 場所 奈良市役所 中央棟４階建築デザイン課内 

 (2) 日時 令和７年１０月２７日午前９時３０分 

 

７ 入札保証金に関する事項 

入札に際しては、奈良市契約規則第 4 条に定める所定の入札保証金を納めなければな

らない。ただし、同条第 2項第 2号に該当する場合は、これを免除する。 

 

８ 入札に関する事項 

 (1) 入札の方法は郵便入札とする。入札書（別記様式）は到達期限までに、建築デザイン

課まで郵送すること。 

 (2) 入札書の到達期限 令和７年１０月２４日午後５時 

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（その金額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするため、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を



入札書に記載すること。 

 (4) 再度入札は１回を限度とし、日程等について別途通知を行う。 

 (5) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア  入札に参加する資格のない者のした入札 

イ  別記様式以外の入札書による入札 

ウ  入札書に署名又は記名押印のない入札 

エ  入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札 

オ  同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札 

カ  入札金額を訂正した入札 

キ  ８(1)以外の方法による入札 

ク 入札書の到達期限までに到達しなかった入札 

ケ  その他市長の定める入札条件に違反した入札 

 

９ 落札者の決定方法に関する事項 

奈良市契約規則第 10 条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札となる額の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札事務に関係の

ない職員によるくじを行い、落札者を決定する。 

 

１０ その他 

 (1) 災害その他やむを得ない理由があるときは、開札の中止又は開札期日を延期する

ことがある。 

 (2) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をするこ

とはできない。 

 (3) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 (4) 入札者の不正行為、または不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき、その他

の理由により、入札を執行することが不適当であると認めるときは、執行をとりや

める。また、入札執行中においても落札決定を保留し、さらに入札執行後において

も落札決定を取り消す場合がある。 

 (5) 上記に定めのないものは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）及び地方自治法

施行令並びに奈良市契約規則によるものとする。 


